
令和７年（2025 年）６月 30 日 

自治会長様 

宝塚市 市民交流部 

市民協働推進課長 田巻 正好 

 

法務局からのお知らせに関するチラシ配布のお願い 

 

 平素より、地域の自治活動にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、このたび【神戸地方法務局伊丹支局】より、地域住民の皆さまに対する周知依頼が

ございました。つきましては、該当するお知らせに関するチラシを同封いたしましたので、

回覧板等による周知等、可能な範囲でご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 ご不明点がございましたら、下記の問合せ先法務局まで直接お問い合わせください。 

  

記 

 

１．送 付 物：①相続登記の申請義務化について（２種類） 

     ②不動産所有者の住所・名前の変更登記の義務化 

     ③自筆証書遺言書補完制度について 

 

２．問合せ先：神戸法務局伊丹支局 電話：072-779-3451 

 

以上 

 


















